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第１章 人員、設備および運営の基準 

 遵守すべき基準は、「市川市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める

条例（平成 30 年条例第 30 号。（以下「基準条例」という。）」となりますが、基準条例は最低限度

の基準を定めたものであり、居宅介護支援事業者は常に事業の運営の向上に努める必要があります。

また、「市川市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例の趣旨およ

び内容について（市川第 20190820-0119号）」でお示ししているとおり、基準条例の趣旨およ

び内容については「指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準について（平成１１

年労企第２２号）」のとおりです。 

 

１ 人員基準について  

居宅介護支援の提供に必要な人員配置は次のとおりとなります。 

⑴ 介護支援専門員 

ア 常勤を 1 名以上 

イ 利用者の数が 44またはその端数を増すごとに 1 

注）介護支援専門員の配置は、利用者の数 44人に対して 1人を基準とし、利用者の数が 44

人またはその端数を増すごとに増員すること。 

注）増員する介護支援専門員は非常勤でも可能です。 

注）介護予防支援の指定を併せて受けている、または地域包括支援センターからの委託を受

けて、介護予防支援を行う場合は、居宅介護支援の利用者の数に介護予防支援の利用者の

数に３分の１を乗じた数を加えた数が基準となります。 

 （居宅介護支援の利用者＋介護予防支援の利用者の３分の１≦44） 

ウ ケアプランデータ連携システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合は、利用者

の数が 49 またはその端数を増すごとに 1 

 注）配置する事務職員は非常勤でも可能です。また、当該事業所内の配置に限らず、同一法人

内での配置でも認められます。 

注）介護予防支援の指定を併せて受けている、または地域包括支援センターからの委託を受

けて、介護予防支援を行う場合は、居宅介護支援の利用者の数に介護予防支援の利用者の

数に３分の１を乗じた数を加えた数が基準となります。 

 （居宅介護支援の利用者＋介護予防支援の利用者の３分の１≦49） 

⑵ 管理者 

ア 管理者の要件は次のとおりです。 

(ア) 主任介護支援専門員 

(イ) 常勤専従 

イ 次の場合には兼務が可能です。 

(ア) 事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合 

(イ) 他の事業所の職務に従事する場合（当該事業所の管理に支障がない場合に限る） 

注）訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する場合（当該訪問系サ

ービス事業所における勤務時間が極めて限られている場合を除く。）および、事故発生時等

の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定居宅介護支援事業所に駆け付けることが
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できない体制となっている場合などは、支障があると考えられます。 

注）不測の事態により主任介護支援専門員を管理者とすることができなくなった場合には、

主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とすることができます。 

上記の事態が発生した場合には、その理由や管理者確保のための計画書を市川市へ届出

て下さい。届出の内容に問題がない場合には、1 年間の猶予期間を設けます。場合によっ

ては、猶予期間の延長も可能とします。 

注）令和 3 年 3 月 31 日時点で主任介護支援専門員でない介護支援専門員が管理者の場合、

令和 3 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの間は、当該介護支援専門員を管理者と

することができます。 

上記の介護支援専門員が退職等した場合には、後任の管理者には主任介護支援専門員を

置かなければなりません。 

⑶ 人員配置基準における両立支援への配慮 

  仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る

観点から、人員配置基準や報酬算定において、育児・介護休業取得の際の非常勤職員による代

替職員の確保や、短時間勤務等を行う場合にも「常勤」として取扱うことを可能とします。 

ア 常勤とは、事業所での勤務時間（当該事業所において他の事業を行っている場合には、当

該事業に従事している時間を含みます。）が事業所において定められている勤務時間数（週

32 時間を下回っている場合には週 32 時間とします。）に達していることを言います。 

イ 雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律

第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という）または育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成 3 年法律第 76

号。以下「育児・介護休業法」という。）第 23 条第 1 項に規定する所定労働時間の短縮措

置もしくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿

って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護および療養のため

の所定労働時間の短縮措置」という。）が講じられている者については、利用者の処遇に支障

がない体制が事業所として整っている場合に、常勤が勤務すべき時間数を 30 時間とするこ

とが可能です。 

ウ 常勤要件が設けられている場合に、従事者が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65

条に規定する休業、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、

同法第 23 条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置または同法第 24 条第１項（第２

号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて

講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該職種に求められる資質を有する複数の

非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能

です。 

 

２ 運営基準について  

⑴  内容および手続きの説明と同意 

ア サービスの提供開始前に、次の内容を記載した文書を交付等して説明を行い、申込者また

はその家族からサービス提供を受けることについて同意を得て下さい。 

(ア) 重要事項の概要 

(イ) 介護支援専門員の勤務体制 

(ウ) 秘密の保持 
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(エ) 事故発生時の対応 

(オ) 苦情処理の体制等 

イ サービスの提供開始前に、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めるこ

とができることの説明を行い、申込者またはその家族から理解を得て下さい。 

ウ サービスの提供開始前に、申込者またはその家族に対し、次の内容について説明を行い理

解を得られるよう努めて下さい。 

(ア) 前 6 か月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与

および地域密着型通所介護の各サービスが位置づけられた居宅サービス計画が占める割合。 

(イ) 前 6 か月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与

および地域密着型通所介護の各サービスごとの回数のうち、同一事業所によって提供され

たものが占める割合。 

(ウ) 居宅サービス計画原案に位置付けた居宅サービス事業者等の選定理由を求めることがで

きること。 

注）上記イおよびウについては文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うことや、

それを理解したことについて利用申込者から署名を得ることが望ましいです。なお、文書

の交付および署名による同意に代えて、電磁的方法による提供および同意を得ることも可

能です。 

エ サービスの提供開始前に、申込者またはその家族に対し、利用者が入院する必要が生じた

場合には、入院先に担当の介護支援専門員の氏名および連絡先を伝えるよう依頼して下さい。 

⑵ 提供拒否の禁止 

正当な理由なくサービスの提供を拒むことはできません。特に、要介護度や所得の多寡を理

由に提供を拒否することは禁止されています。正当な理由とは次の場合を指します。 

ア 事業所の現員から利用申込に応じきれない場合 

イ 利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外である場合 

ウ 利用申込者が他の居宅介護支援事業所にもサービス提供の依頼を行っていることが明らか

な場合等 

⑶ サービス提供困難時の対応 

通常の事業の実施地域外である等、利用申込者に対しサービス提供することが困難な場合に

は、他の居宅介護支援事業者の紹介などを速やかに実施して下さい。 

⑷ 受給資格等の確認 

サービス提供を求められた場合には、被保険者証で被保険者資格、要介護認定の有無および

要介護認定の有効期間を確かめて下さい。被保険者証に要介護認定審査会の意見が記載されて

いる場合には、その内容に配慮したサービス提供をするよう努めて下さい。 

⑸ 要介護認定の申請に係る援助 

利用申込者が要介護認定を受けていない場合には、要介護認定の申請が行われているかを利

用申込者に確認し、申請が行われていないときには、担当の介護支援専門員に連絡する等必要

な援助を行って下さい。また、遅くとも、要介護認定の有効期間満了日の 30 日前までには更

新申請が行われるよう必要な援助を行って下さい。 

⑹ 身分を証する書類の携行 

  介護支援専門員に介護支援専門員証を携行させ、初回訪問時や利用者等からの求めがあった

場合には提示するようにして下さい。 

⑺ 利用料等の受領 
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  サービスを提供した場合には、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供し、利用

者から利用料の支払いを受ける場合には、法定代理受領サービスとして支払いを受ける額と比

べ、不合理な差額を設けないようにして下さい。 

上記の利用料の他に、通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者を訪問する場合に

要する交通費の支払いを受けることができます。 

⑻ 保険給付の請求のための証明書の交付 

  法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払いを受けた場合には、その

サービスの内容、費用の額等を記載した居宅介護支援提供証明書を利用者に交付等して下さい。 

⑼ 居宅介護支援の基本取扱方針 

  利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう行うとともに、医療サービスとの

連携に十分配慮して下さい。また、提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る

ようにして下さい。 

⑽ 居宅介護支援の具体的取扱方針 

ア 居宅サービス計画の作成に関する業務は介護支援専門員が行って下さい。 

イ サービスの提供方法について、利用者またはその家族へ丁寧に説明して下さい。 

(ア) サービスの提供にあたっては、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）を行ってはいけません。 

(イ) 上記の身体的拘束等を行う場合には、その様態および時間、その際の利用者の心身の状

況ならびに緊急やむを得ない理由を記録して下さい。 

ウ 自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身の状態や家族の状況等に応じ

て、継続的かつ計画的にサービスが提供されるようにして下さい。また、必要性に乏しい居

宅サービス等の利用を助長するようなことがないようにして下さい。 

エ 利用者の希望や課題分析の結果に基づき、居宅サービス等の介護給付等対象サービス以外

にも、保健医療サービスや福祉サービス、地域住民による自発的な活動によるサービス等の

利用も居宅サービス計画に位置付けるよう努めて下さい。 

オ 地域の居宅サービス事業所等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者ま

たはその家族に対して提供して下さい。 

カ 居宅サービス計画の作成に先立ち、適切な方法により、利用者の有する能力や置かれてい

る環境等を評価し、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を

営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握（以下、アセスメント）するよ

うにして下さい。課題分析については、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによっ

て行われることがないようにして下さい。 

キ アセスメントは利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して行って下さい。 

注）利用者が入院中である場合等を除き、必ず居宅を訪問して行って下さい。利用者および

家族に対して、面接の趣旨等を十分に説明し、理解を得られるようにして下さい。 

ク 利用者の希望およびアセスメントの結果等に基づき、課題に対応するための最も適切なサ

ービスの組み合わせを検討し、次の内容を記載した居宅サービス計画の原案を作成して下さ

い。 

(ア) 利用者および家族の生活に対する意向 

(イ) 総合的な援助の方針 

(ウ) 生活全般の解決すべき課題 
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(エ) 提供されるサービスの目標およびその達成時期 

(オ) サービスの種類 

(カ) サービスの内容 

(キ) サービスの利用料 

(ク) サービスを提供する上での留意事項 

ケ サービス担当者会議（テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うこと（利用者

またはその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等

の同意を得た場合に限ります。）が可能です。）を開催し、利用者の状況等に関する情報を担

当者と共有するとともに、居宅サービス計画の原案の内容について、専門的な見地から意見

を求めるようにして下さい。また、サービス担当者会議の要点等については、記録をするよ

うにして下さい。 

注）サービス担当者会議は利用者および家族の参加が基本となりますが、家庭内暴力等の理

由により参加が望ましくない場合もあります。 

注）やむを得ない理由がある場合には、担当者に照会等により意見を求めることができます

が、その際にも情報交換を緊密に行い、利用者の状況や居宅サービス計画の原案の内容を

共有できるようにし、照会内容についても記録をするようにして下さい。やむを得ない理

由とは、末期の悪性腫瘍である利用者の心身の状況等により、主治医等の意見を勘案して

必要と認める場合のほか、日程調整を行ったが、担当者の事由により参加が得られなかっ

た場合等です。 

コ 居宅サービス計画の原案の内容について、利用者または家族に説明し、文書等により同意

を得るようにして下さい。 

サ 居宅サービス計画は利用者および各担当者に交付等するようにして下さい。 

シ 居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス等のうち、訪問介護等について、各個別サー

ビス計画の提出を求めるようにして下さい。なお、提出を求めた個別サービス計画について

は、居宅サービス計画との連動性や整合性を確認して下さい。 

ス 居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以

下、モニタリング）を行い、解決すべき課題の変化が認められる場合等、必要に応じて、居

宅サービス計画の変更や居宅サービス事業者等との連絡調整等を行って下さい。 

居宅サービス計画の変更を行うときは、上記ウからシの内容を実施して下さい。 

注）利用者の希望による軽微な変更（サービス提供日時の変更等で、介護支援専門員が上記

のウからシまでの業務を実施する必要性がないと判断したもの）については、上記のウか

らシを実施しないことを可とします。ただし、実施しない場合にも、解決すべき課題の変

化に留意して下さい。 

セ 居宅サービス事業者等から利用者の情報の提供を受けたときその他必要と認めるときには、

服薬状況や口腔機能等の情報を主治の医師もしくは歯科医師に提供して下さい。提供する際

には利用者の同意を得るようにして下さい。 

ソ 特段の事情がある場合を除き、1か月に 1 回以上は利用者と面接を行い、1 か月に 1回以

上はモニタリングの結果を記録して下さい。 

  面接は利用者の居宅を訪問して行って下さい。ただし、次のいずれにも該当する場合であ

って、少なくとも２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居

宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができ

ます。 
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(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得て

いること。 

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の

関係者の合意を得ていること。 

① 利用者の心身の状況が安定していること。 

② 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

③ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握することがで

きない情報について、担当者から提供を受けること。 

注）特段の事情がある場合とは、利用者の事情により居宅を訪問し面接することができな

い場合を言い、介護支援専門員に起因する事情は含まれません。 

注）テレビ電話装置等の活用にあたっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療

情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守して下さい。 

タ 次の場合には、サービス担当者会議を開催し、居宅サービス計画の変更の必要性について、

担当者から専門的な見地からの意見を求めて下さい。 

(ア) 要介護更新認定を受けた場合 

(イ) 要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

チ 利用者が居宅での日常生活を営むことが困難となった場合や、利用者が介護保険施設への

入所等を希望する際には、主治医の意見を求める等し、介護保険施設への紹介等をして下さ

い。 

ツ 介護保険施設から退所等する方から依頼があった場合には、円滑に居宅での生活へ移行で

きるよう、介護保険施設の従業者等から情報を収集する等し、居宅サービス計画を作成する

等の援助をして下さい。 

テ 居宅サービス計画に次の回数以上の訪問介護（生活援助中心型）を位置付ける場合には、

居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載し、保険者へ提出して下さい。 

・ 要介護 1 1か月につき 27回 

・ 要介護 2 1か月につき 34回 

・ 要介護 3 1か月につき 43回 

・ 要介護 4 1か月につき 38回 

・ 要介護 5 1か月につき 31回 

ト 事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた居宅サービス等に係る居宅

介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費および特例地域密着

型介護サービス費（以下この項目において「サービス費」という。）の総額が居宅介護サービ

ス費等区分支給限度基準額に占める割合および訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービ

ス費の総額に占める割合等が規則で定める基準に該当する場合であって、かつ、市からの求

めがあったときには、居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、居宅サービス計画に訪問

介護が必要な理由等を記載するとともに、居宅サービス計画を市に届け出て下さい。 

ナ 利用者が訪問看護や通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望してい場合に

は、主治医の意見を求めて下さい。なお、意見を求めることについて、利用者から同意を得て

下さい。 また、作成した居宅サービス計画は主治医に交付等して下さい。 

ニ 主治医等の指示がある場合にのみ、居宅サービス計画に訪問看護や通所リハビリテーショ

ン等の医療サービスを位置付けるようにして下さい。医療サービス以外の居宅サービス等を
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位置付ける場合で、主治医等から医学的観点の留意事項が示されている際には、その内容を

尊重して下さい。 

ヌ 短期入所生活介護または短期入所療養介護を居宅サービス計画に位置付ける場合には、居

宅での自立した日常生活の維持に十分に留置して下さい。また、心身の状況等を勘案して、

特に必要と認められる場合以外は、短期入所生活介護または短期入所療養介護の利用日数が

要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにして下さい。 

ネ 福祉用具貸与および特定福祉用具販売を居宅サービス計画に位置付ける場合には、利用の

妥当性を検討し、必要な理由を記載するようにして下さい。また、必要に応じてサービス担

当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与および特定福祉用具販売を利用する必要性につい

て検証し、継続利用する場合には、その理由を居宅サービス計画に記載して下さい。 

ノ 福祉用具販売を居宅サービス計画に位置付ける場合には、利用の妥当性を検討し、必要な

理由を記載するようにして下さい。 

ハ 被保険者証に認定審査会の意見や居宅サービス等の種類についての記載がある場合には、

利用者にその趣旨を説明し、その内容に沿って居宅サービス計画を作成するようにして下さ

い。 

ヒ 利用者が要支援認定を受けた場合には、介護予防支援事業者に情報を提供する等し連携を

するようにして下さい。 

フ 地域包括支援センターの設置者である介護予防支援事業者から業務の委託を受ける場合に

は、その業務量を勘案し、居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮して下さい。 

ヘ 介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第 115 条の 48 第 1 項に規

定の会議から、資料の提供等の依頼がありましたら、協力するよう努めて下さい。 

⑾ 法定代理受領サービスに係る報告 

毎月、国民健康保険団体連合会に給付管理票を提出して下さい。 

⑿ 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

次の場合には、利用者に対し直近の居宅サービス計画を交付等するようにして下さい。 

ア 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合 

イ 要支援認定を受けた場合 

ウ その他利用者からの申出があった場合 

⒀ 利用者に関する市町村への通知 

利用者が、正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わず、要介護状態を悪化させた

場合や、不正な行為等により保険給付を受けたり、受けようとしたりした場合には、速やかに

市町村へ報告して下さい。 

⒁ 管理者の責務 

  管理者は介護支援専門員およびその他の従業者の管理、利用申込に係る調整、業務の実施状

況等の管理を行って下さい。また、従業者に対し、運営に係る基準を遵守させるための必要な

指揮命令を行って下さい。 

⒂ 運営規程 

次の重要事項を定めて下さい。 

ア 事業の目的および運営の方針  

イ 従業者の職種、員数および職務の内容 

ウ 営業日および営業時間 

エ サービスの提供方法、内容、利用料およびその他の費用 
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オ 通常の事業の実施地域 

カ 虐待の防止のための措置に関する事項 

キ その他運営に関する重要事項 

 ⒃ 勤務体制の確保 

ア 介護支援専門員の日々の勤務時間、常勤非常勤の別、管理者との兼務関係を明確にした月

ごとの勤務表を作成して下さい。 

イ 原則として、事業所の介護支援専門員によってサービスを提供する必要がありますが、補

助の業務については別従業者が行うことも可能です。 

ウ 従業者の資質向上のために、研修の機会を確保して下さい。 

エ 職場において行われる性的な言動および優越的な関係を背景とした言動であって業務上必

要かつ相当な範囲を超えたものにより当該事業者の就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置等を講ずる必要があります 。 

具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講

ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）および事業主が職場

における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等

についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号）において規定されているとおりとなりま

す。 

⒄ 業務継続計画の策定等 

ア 感染症または非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施

するための計画および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この項目にお

いて「業務継続計画」という。）を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講じて下さい。 

イ 介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練

を定期的に実施して下さい。 

ウ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行って下さい。 

⒅ 設備および備品等 

サービスの提供に必要な設備および備品を備えて下さい。 

注）専用の事務室を設けることが望ましいですが、他の事業と明確に区分されている場合に

は、同一の事務室であっても構いません。また、同一の事業所で他の事業を行う場合には、

それぞれの事業を行うための区画を明確にして下さい。 

注）専用の事務室または区画について、相談スペース、サービス担当者会議に対応するため

のスペースを確保して下さい。 

注）同一敷地内に他の事業所等がある場合には、その事業所等の設備や備品を使用すること

ができます。 

⒆ 介護支援専門員の健康管理 

介護支援専門員の清潔の保持および健康状態について、必要な管理をして下さい。 

⒇ 感染症の予防およびまん延の防止のための措置 

  事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講じて下さ

い。 

ア 事業所における感染症の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができます）をおおむね６か月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図って下さい。  

イ 事業所における感染症の予防およびまん延の防止のための指針を整備して下さい。 
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ウ 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防およびまん延の防止のための研修

および訓練を定期的に実施して下さい。 

(21) 掲示 

ア 運営規程の概要、従業者の勤務の体制等の重要事項（以下「重要事項」という。）について、

事業所内に掲示等して下さい。 

イ 重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧

させることにより、上記アの規定による掲示に代えることができます。 

ウ 重要事項は原則としてウェブサイトに掲載して下さい。 

 注）ウェブサイトは法人のホームページ等または介護サービス情報公表システムを指します。 

注）ウについては、令和７年３月３１日までの間は経過措置期間となります。 

(22) 秘密保持 

ア 介護支援専門員やその他の従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者や家族の秘

密を漏らさないようにして下さい。 

イ 介護支援専門員やその他の従業者であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者

や家族の秘密を漏らさないよう、雇用時に取り決めをする等の必要な措置を講じて下さい。 

ウ サービス担当者会議等において、利用者や家族の個人情報を用いる場合には、事前に利用

者や家族からの同意を文書等で得るようにして下さい。 

(23) 広告 

虚偽または誇大な内容の広告はしないで下さい。 

(24) 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等 

利用者に対し特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、介護支援専門員

等に対し、金品その他の他の財産上の利益を供与しないで下さい。 

(25) 苦情処理 

ア 利用者や家族等からの苦情を受け付けるための窓口を設置する等し、苦情に対して迅速か

つ適切に対応して下さい。 

イ 相談窓口、苦情処理の体制や手順については、利用申込時に文書等にて説明をするととも

に、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載して下さい。 

ウ 苦情を受け付けた場合には、受付日やその内容等を記録して下さい。 

エ 利用者や家族等からの苦情に関し、市川市による調査を実施することがあり、必要な場合

には改善を指導または助言する場合もあります。また、改善の内容の報告を求めることもあ

ります。 

オ 利用者や家族等からの苦情に関し、国民健康保険団体連合会が実施する調査に協力すると

ともに、改善の指導または助言を受けた場合には、必要な改善を行って下さい。また、改善の

内容の報告を求められた場合には、報告するようにして下さい。 

(26) 事故発生時の対応 

ア 万が一、サービスの提供により事故が発生した場合には、市川市、保険者である市区町村、

家族に対し速やかに連絡をして下さい。 

注）事故の報告については、集団指導資料【全サービス共通】の P６も確認して下さい。 

イ 事故の状況および対応の内容について記録をして下さい。 

ウ 事故が発生した場合には、その原因を解明し、再発防止策を講ずるようにして下さい。 

エ 賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行って下さい。 

注）賠償すべき事態が発生した場合、速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入してお
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くか、または賠償資力を有していることが望ましいです。 

注）事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ定めておくことが望ましいです。 

(27) 虐待の防止 

虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じて下さい。 

ア 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができます。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に

周知徹底を図って下さい。 

イ 事業所における虐待の防止のための指針を整備して下さい。 

ウ 事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施して下

さい。 

エ 上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いて下さい。 

(28) 会計の区分 

事業所ごとに経理を区分し、居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計を区分するよ

うにして下さい。 

(29) 記録の整備 

・ 次の記録を整備し、その完結の日から２年間保存して下さい。 

注）ア、イおよびキについては５年間保存して下さい。 

ア 居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

イ 利用者の居宅介護支援台帳 

(ア) 居宅サービス計画 

(イ) アセスメントの結果の記録 

(ウ) サービス担当者会議の記録 

(エ) モニタリングの結果の記録 

ウ 身体的拘束等の様態および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由の記録 

エ 上記⒀の通知に係る記録 

オ 苦情処理に関する記録 

カ 事故に関する記録 

キ 従業者の勤務の記録 

(30) 暴力団員等の排除 

居宅介護支援事業者の役員等は、市川市暴力団排除条例（平成 12 年第 12 号）第２条第３

号に規定する暴力団員等または暴力団密接関係者であってはなりません。 

(31) 書面の作成等に関する特例 

ア 作成、保存その他これらに類するもののうち、書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下同じ。）で行うことが規定されているものまたは想定されるもの

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができます。 

注）被保険者証によって被保険者資格や認定期間等を確かめる場合には、電磁的方式で保存

したデータではなく、原本（被保険証）を確認して下さい。 

注）被保険者証に記載の認定審査会の意見を確認する場合には、電磁的方式で保存したデー
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タではなく、原本（被保険証）を確認して下さい。 

イ 交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定さ

れているものまたは想定されるものについては、相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的

方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をい

う。）により行うことができます。 

(3２) 介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサイクルの推進 

・ 居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、

適切かつ有効に行うよう努めて下さい 

注）法第 118 条の２第１項に規定する介護保険等関連情報等を活用し、事業所単位でＰＤ

ＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質の向上に努めて下さい。 
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第２章 介護報酬 

１ 基本単位について  

ア 居宅介護支援費Ⅰ 

(ア) 居宅介護支援費ⅰ 

① 要介護 1 または 2 1,086 単位／月 

② 要介護 3、4または 5 1,411 単位／月 

(イ) 居宅介護支援費ⅱ 

① 要介護 1 または 2 544 単位／月 

② 要介護 3、4または 5 704 単位／月 

(ウ) 居宅介護支援費ⅲ 

① 要介護 1 または 2 326 単位／月 

② 要介護 3、4または 5 422 単位／月 

イ 居宅介護支援費Ⅱ 

(ア) 居宅介護支援費ⅰ 

① 要介護 1 または 2 1,086 単位／月 

② 要介護 3、4または 5 1,411 単位／月 

(イ) 居宅介護支援費ⅱ 

① 要介護 1 または 2 527 単位／月 

② 要介護 3、4または 5 683 単位／月 

(ウ) 居宅介護支援費ⅲ 

① 要介護 1 または 2 316 単位／月 

② 要介護 3、4または 5 410 単位／月 

注）アについては、利用者に対して居宅介護支援を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支

援等の事業の人員および運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号。以下「基準省令」

という。）第１４条第１項の規定により、同項に規定する文書を提出している場合に、次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定します。また、イを算定する場合には、アは算定でき

ません。 

① 居宅介護支援費ⅰ 居宅介護支援を受ける１月当たりの利用者数に、介護予防支援事業

者から委託を受けて行う介護予防支援の提供を受ける利用者数に 3 分の１を乗じた数を加

えた数を事業所の介護支援専門員の員数（基準省令第２条第８号に規定する常勤換算方法

で算定した員数をいう。以下同じ。）で除して得た数（以下「取扱件数」という。）が４５未

満である場合または４５以上である場合において、４５未満の部分について算定します。 

② 居宅介護支援費ⅱ 取扱件数が４５以上である場合において、４５以上６０未満の部分

について算定します。 

③ 居宅介護支援費ⅲ 取扱件数が４０以上である場合において、６０以上の部分について

算定します。 

注）イについては、ケアプランデータ連携システムの活用および事務職員の配置を行っている居
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宅介護支援事業者が、利用者に対して居宅介護支援を行い、かつ、月の末日において基準省令

第１４条第１項の規定により、同項に規定する文書を提出している場合に、次に掲げる区分に

応じ、それぞれ所定単位数を算定します。 

① 居宅介護支援費ⅰ 取扱件数が５０未満である場合または５０以上である場合において、

５０未満の部分について算定します。 

② 居宅介護支援費ⅱ 取扱件数が５０以上である場合において、５０以上６０未満の部分

について算定します。 

③ 居宅介護支援費ⅲ 取扱件数が４５以上である場合において、６０以上の部分について

算定します。 

注）基本単位の居宅介護支援費ⅰ、居宅介護支援費ⅱ、居宅介護支援費ⅲを区分するための取扱

件数の算定方法は、事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者をいう。）の総数に介

護予防支援事業者から委託を受けた介護予防支援に係る利用者（120 号告示に規定する厚生労

働大臣が定める地域に該当する地域に住所を有する利用者を除く。）の数に３分の１を乗じた数

を加えた数を事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とし

て下さい。 

注）ケアプランデータ連携システム 

ケアプランデータ連携システムの利用申請をし、クライアントソフトをインストールしてい

る場合に当該要件を満たしていることとなり、当該システムによる他の居宅サービス事業者と

のデータ連携の実績は問いません。 

 注）事務職員の配置 

事務職員については、事業所の介護支援専門員が行う基準省令第 13 条に掲げる一連の業務 

等の負担軽減や効率化に資する職員としますが、その勤務形態は常勤の者でなくても可能です。

なお、事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められます。勤務時間数については

特段の定めを設けられていませんが、当該事業所における業務の実情を踏まえ、適切な数の人

員を配置する必要があります。 

注）居宅介護支援費の割り当て 

居宅介護支援費ⅰ、ⅱまたはⅲの利用者ごとの割り当てに当たっては、利用者の契約日が古 

いものから順に、１件目から 44 件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる

場合にあっては、45にその数を乗じた数から１を減じた件数まで）については居宅介護支援費

ⅰを算定し、45 件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、

45 にその数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費ⅱまた

はⅲを算定します。 

「イ 居宅介護支援費Ⅱ」を算定する場合には、「44 件目」を「49 件目」と、「45」を「50」 

と読み替えて下さい。 

注）月の途中で、利用者が死亡し、または施設に入所した場合等 

死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、基準省令第 14条第１項に規定する文書 

（給付管理票）を市町村（審査支払を国保連合会に委託している場合は、国保連合会）に届け出

ている事業者が、居宅介護支援費を算定します。 

 注）月の途中で、事業者の変更がある場合 

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会に提出する事業者に 

ついて居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月の途中で事業者の変更があった場合には、

変更後の事業者についてのみ居宅介護支援費を算定することができます（ただし、月の途中で
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他の市町村に転出する場合を除く。）。 

 注）月の途中で要介護度に変更があった場合 

要介護１または要介護２と、要介護３から要介護５までは居宅介護サービス計画費の単位数 

が異なることから、要介護度が要介護１または要介護２から、要介護３から要介護５までに変

更となった場合の取扱いは、月末における要介護度区分に応じた報酬を請求します。 

注）月の途中で、他の市町村に転出する場合 

利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後のそれぞれの支給限度額は、 

それぞれの市町村で別々に管理することになることから、転入日の前日までの給付管理票と転

入日以降の給付管理票も別々に作成します。この場合、それぞれの給付管理票を同一の居宅介

護支援事業者が作成した場合であっても、それぞれについて居宅介護支援費を算定します。 

注）サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合サービス利用票の作成が行われな 

かった月およびサービス利用票を作成した月においても利用実績のない月については、給付管

理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できません。ただし、病院もしくは診療所ま

たは地域密着型介護老人福祉施設もしくは介護保険施設から退院または退所する者等であって、

医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者につい

ては、当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作

成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合は請求することができます。なお、

その際は居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において

記録を残しつつ、事業所において、それらの書類等を管理しておいて下さい。 

２ 加算・減算について  

⑴ 高齢者虐待防止措置未実施減算（新設） 

「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」を参照して下さい。 

⑵ 業務継続計画未策定減算（新設） 

「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」を参照して下さい。 

 ⑶ 同一建物減算（新設） 

「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」を参照して下さい。 

⑷ 運営基準減算 

・ 基準省令第 4 条第 2 項並びに第 13 号条第 7 号、第 9 号から第 11 号まで、第 14 号お

よび第 15 号（これらの規定を同条第 16号において準用する場合を含む。）に定める規定に

適合していない場合には、基本単位の 100分の 50 に相当する単位数を算定して下さい。ま

た、運営基準減算が 2 か月以上継続している場合には、基本単位は算定しないで下さい。 

注）具体的には、次のいずれかに該当する場合に減算されます。 

ア 居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数の指定居宅

サービス事業者等を紹介するよう求めることができることについて説明を行っていない場合

には、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算して下さい。 

イ 居宅サービス計画の新規作成およびその変更に当たっては、次の場合に減算されるもので

あること。 

・ 事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接してい

ない場合には、当該居宅サービス計画に係る月(以下「当該月」という。)から当該状態が解

消されるに至った月の前月まで減算して下さい。 
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・ 事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合(やむを得

ない事情がある場合を除く。以下同じ。)には、当該月から当該状態が解消されるに至った

月の前月まで減算して下さい。 

・ 事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者またはその

家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者お

よび担当者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前

月まで減算して下さい。 

ウ 次に掲げる場合においては、事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行って

いないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算して下さい。 

・ 居宅サービス計画を新規に作成した場合 

・ 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

・ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

エ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」と

いう。)に当たっては、次の場合に減算されます。 

(ア) 事業所の介護支援専門員が次に掲げるいずれかの方法により、利用者に面接をしていな

い場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月

まで減算して下さい。 

 ① １月に１回、利用者の居宅を訪問することによって行う方法。 

 ② 次のいずれにも該当する場合であって、２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者

の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して行う方法。 

  (ⅰ) 利用者の心身の状況が安定していること。 

  (ⅱ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

  (ⅲ) 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情

報について、担当者から提供を受けること。 

(イ) 事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が１月以上継続す

る場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月

まで減算して下さい。 

⑸ 特定事業所集中減算 

 ・ 正当な理由なく、事業所において前 6 か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられ

た指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与または指定地域密着型通所介護の提供総

数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が

100 分の 80 を超えた場合には、1か月につき 200 単位を減算して下さい。 

取扱いは次のとおりです。 

ア 判定期間と減算適用期間 

事業所は、毎年度２回、次の判定期間における事業所において作成された居宅サービス計

画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、事業所が実施する

減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用します。 

・ 判定期間が前期（３月１日から８月末日）の場合は、減算適用期間を 10 月１日から３

月 31 日までとします。 

・ 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を４月１日から９月

30 日までとします。 

イ 判定方法 
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事業所ごとに、事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、

通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護（以下「訪問介護サービス等」という。）

が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれに

ついて、最もその紹介件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という。）を位置付けた居宅

サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて 80％を

超えた場合に減算して下さい。 

（具体的な計算式） 

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサー

ビスの値が 80％を超えた場合に減算当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス

計画数÷当該サービスを位置付けた計画数 

ウ 算定手続 

判定期間が前期の場合については９月１5 日までに、判定期間が後期の場合については３

月 15 日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、

算定の結果 80％を超えた場合については当該書類を市町村長に提出しなければならない。

なお、80％を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において２年間保存しな

ければなりません。 

・ 判定期間における居宅サービス計画の総数 

・ 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数 

・ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数

ならびに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名および代表者名 

・ 上記イの算定方法で計算した割合 

・ 上記イの算定方法で計算した割合 80％を超えている場合であって正当な理由がある場

合においては、その正当な理由 

エ 正当な理由の範囲 

上記イで判定した割合が 80％を超える場合には、80％を超えるに至ったことについて正

当な理由がある場合においては、当該理由を市川市に提出すること。なお、市川市長が当該

理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱います。 

正当な理由は次のとおりです。 

・ 事業所の通常の事業実施地域（以下「実施区域」という。）において、「サービス種別ごと

の事業所数」が、当該判定期間の初日現在で、５事業所未満である場合または市川市内に

１事業所である場合 

・ 判定期間の１か月当たりの平均居宅サービス計画件数が２０件以下である場合 

・ 判定期間の１か月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けら

れた居宅サービス計画の件数が１か月当たり平均１０件以下の場合 

・ その他正当な理由と市が認めた場合 

◎ 「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業

者に集中していると認められる場合」として、次のいずれかに該当する場合 

 ① 当該事業について、「紹介率最高法人」が ISO の認証（ISO9001）を取得している

場合 

② 当該事業について、「紹介率最高法人」が、福祉サービス第三者評価の標準 項目に

おいて、項目別評価コメントにおける実施・未実施項目の数で、実施が９０％以上（端

数処理については、小数点以下第２位を四捨五入とする。）であり、かつ県の公表に同
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意する場合。なお、第三者評価結果の評価確定日が特定事業所集中減算の提出期限よ

り前３年度分までのものとする。 

③ 当該事業について、「紹介率最高法人」が、介護予防・日常生活支援総合事業の第一

号通所事業を併せて実施している通所介護事業所で、事業所評価加算を算定している

場合 

◎ 居宅サービス計画作成時点で、次のいずれかに該当する居宅サービス計画を除いて再

計算した結果、当該事業について、「紹介率最高法人」の計画数が８０％以下になる場合

または各サービス１か月当たりの平均居宅サービス計画件数が１０件以下になる場合 

① 訪問介護サービス 

・ 通院等乗降介助サービスを行っている事業所が、実施区域に５事業所未満である

場合に、これらの事業所において、当該サービスを位置づけている居宅サービス計

画 

・ 夜間、早朝または休日営業のサービスを行っている事業所が、実施区域に５事業

所未満である場合に、これらの事業所において、当該サービスを位置づけている居

宅サービス計画 

・ 特定事業所加算を算定している事業所が、実施区域に５事業所未満である場合に、

要介護度４以上かつ認知症（日常生活自立度のランクⅢ、ⅣまたはＭ）である者を

対象として、当該事業所を位置づけている居宅サービス計画 

② 通所介護サービスおよび地域密着型通所介護サービス 

・ 時間延長または休日営業のサービスを行っている事業所が、居宅介護支援事業所

の通常の事業実施地域に５事業所未満である場合に、これらの事業所において、当

該サービスを位置づけている居宅サービス計画 

③ 全介護サービス事業種別共通 

・ 利用者からサービスの質が高いことを理由に、当該サービスを利用したい旨の理

由書の提出を受けている場合であって、「地域ケア会議」等に当該利用者の居宅サー

ビス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている居宅サービス計画 

・ 事業所が、市川市や高齢者サポートセンターからの紹介を受けた、支援が困難な

者（平成１２年３月３１日以前からの利用者を含む。）が対象である居宅サービス計

画 

⑹ 初回加算 300 単位 

以下の場合に算定します。 

ア 新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対し、居宅介護支援を行った場合 

 イ 要介護状態区分が２区分以上変更された利用者に対し、居宅介護支援を行った場合 

  注）具体的には次のような場合に算定します。 

・ 新規に居宅サービス計画を作成 

・ 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成 

・ 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成 

⑺ 特定事業所加算（変更） 

「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」を参照して下さい。 

⑻ 特定事業所医療介護連携加算 （変更） 

「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」を参照して下さい。 

⑼ 入院時情報連携加算（変更） 
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「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」を参照して下さい。 

⑽ 退院・退所加算 

 ・ 病院もしくは診療所に入院していた者または地域密着型介護老人福祉施設もしくは介護保

険施設に入所していた者が退院または退所（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２６号）別表指定地域密着型サービス介護

給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のタまたは指定施設サービス

等に要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第２１号）別表指定施設サ

ービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのカの在宅・入所相互利用加算を算定

する場合を除く。）し、その居宅において居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用する

場合において、当該利用者の退院または退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護

老人福祉施設または介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提

供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利

用に関する調整を行った場合（同一の利用者について、当該居宅サービスおよび地域密着型

サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。）には、次に掲げる区分に従い、入院または

入所期間中につき１回を限度として所定単位数を加算します。ただし、次に掲げるいずれか

の加算を算定する場合には、次に掲げるその他の加算は算定できません。 

ア 退院・退所加算Ⅰイ 450 単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施設の職員から利用者に係る

必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により１回受けている。 

イ 退院・退所加算Ⅰロ 600 単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施設の職員から利用者に係る

必要な情報の提供をカンファレンスにより１回受けている。 

ウ 退院・退所加算Ⅱイ 600 単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施設の職員から利用者に係る

必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により２回以上受けている。 

エ 退院・退所加算Ⅱロ 750 単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施設の職員から利用者に係る

必要な情報の提供を２回受けており、うち１回以上はカンファレンスによるもの。 

オ 退院・退所加算Ⅲ 900 単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施設の職員から利用者に係る

必要な情報の提供を３回以上受けており、うち１回以上はカンファレンスによるもの。 

注）病院もしくは診療所への入院または地域密着型介護老人福祉施設もしくは介護保険施設

（以下「病院等」という。）への入所をしていた者が退院または退所（地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護または介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定す

る場合を除く。）し、その居宅において居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用する

場合において、当該利用者の退院または退所に当たって、当該病院等の職員と面談を行い、

利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスまたは

地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービスま

たは地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算します。ただし、初回加算を算

定する場合は、算定できません。なお、利用者に関する必要な情報については、別途定める

こととしています。 
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注）退院・退所加算については、次の①から③の算定区分により、入院または入所期間中１回

（医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得

た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関

する調整を行った場合を含む）のみ算定することができます。また、面談は、テレビ電話装

置等を活用して行うことができます。ただし、利用者またはその家族（以下この項目にお

いて「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について

当該利用者等の同意を得て下さい。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守して下さい。 

(ア) 退院・退所加算Ⅰイ・ロ 

退院・退所加算Ⅰイおよびロについては、病院等の職員からの情報収集を１回行って

いる場合に算定可能であり、うちⅠロについてはその方法がカンファレンスである場合

に限ります。 

(イ) 退院・退所加算Ⅱイ・ロ 

・ 退院・退所加算Ⅱイについては、病院等の職員からの情報収集を２回以上行ってい

る場合に算定が可能です。 

・ 退院・退所加算Ⅱロについては、病院等の職員からの情報収集を２回行っている場

合であって、うち１回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能です。 

(ウ) 退院・退所加算Ⅲ 

退院・退所加算Ⅲについては、病院等の職員からの情報収集を３回以上行っている場

合であって、うち１回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能です。 

注）その他の留意事項 

① 上記に規定するカンファレンスは次のとおりです。 

・ 病院または診療所 

診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第１医科診療

報酬点数表の退院時共同指導料２の注３の要件を満たし、退院後に福祉用具の貸

与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービ

スを提供する作業療法士等が参加するものです。 

・ 地域密着型介護老人福祉施設 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準（平成 18

年３月 14 日厚生労働省令第 34号。以下この項目において「基準」という。）第

134 条第６項および第７項に基づき、入所者への援助および居宅介護支援事業者

への情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第 131 条第

１項に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者および入所者または

その家族が参加するものに限ります。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれ

る場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する

作業療法士等が参加する必要があります。 

・ 介護老人福祉施設 

指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準（平成 11 年３月

31 日厚生省令第 39 号。以下この項目において「基準」という。）第７条第６項

および第７項に基づき、入所者への援助および居宅介護支援事業者に対する情報
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提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護

老人福祉施設に置くべき従業者および入所者またはその家族が参加するものに限

ります。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応

じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加する必要

があります。 

・ 介護老人保健施設 

介護老人保健施設の人員、施設および設備並びに運営に関する基準（平成 11年

３月 31日厚生省令第 40 号。以下この項目において「基準」という。）第８条第

６項に基づき、入所者への指導および居宅介護支援事業者に対する情報提供等を

行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護老人保健

施設に置くべき従業者および入所者またはその家族が参加するものに限ります。

また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用

具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加する必要があります。 

・ 介護医療院 

介護医療院の人員、施設および設備並びに運営に関する基準（平成 30 年１月

18 日厚生労働省令第５号。以下この項目において「基準」という。）第 12 条第

６項に基づき、入所者への指導および居宅介護支援事業者に対する情報提供等を

行うにあたり実施された場合の会議。ただし、第４条に掲げる介護医療院に置く

べき従業者および入所者またはその家族が参加するものに限ります。また、退所

後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相

談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加する必要があります。 

② 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合またはカンファレンスに参加した

場合でも、１回として算定します。 

③ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましです

が、退院後７日以内に情報を得た場合には算定することが可能です。 

④ カンファレンスに参加した場合は、上記において別途定める様式ではなく、カン

ファレンスの日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に

記録し、利用者または家族に提供した文書の写しを添付して下さい。 

⑾ 通院時情報連携加算（変更） 

「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」を参照して下さい。 

⑿ 緊急時等居宅カンファレンス加算 200 単位 

・ 病院または診療所の求めにより、当該病院または診療所の医師または看護師等と共に利用

者の居宅への訪問、カンファレンスおよび必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス

または地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合、利用者 1人につき 1 か月 1回

を限度に算定します。 

注）加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指導日も

あわせて）、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名およびそのカンファレンスの

要点を居宅サービス計画等に記載して下さい。 

注）カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅

な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大き

く変化していることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を

変更し、居宅サービスおよび地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応して下さい。   
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⒀ ターミナルケアマネジメント加算（変更） 

「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」を参照して下さい。 


